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電　話：

宮崎県情報公開条例第７条各号に定める
不開示事由に該当する情報に関し審議等
を行う場合は非公開としている。

議事録又は議
事概要等の公
表

閲覧場所：

【閲覧資料】

附 属 機 関 等 の 概 要

名 称

（１面）

宮崎県個人情報保護審議会

区 分 附属機関（地方自治法第１３８条の４第３項に基づくもの）

私的諮問機関（有識者等の意見を県政に反映するための懇話会等）

設 置 根 拠

設 置 目 的

（令和６年度）
会議の開催状況 開催期日

公開（傍聴）の
状況

会議の公開

主な審議事項
【公開】令和５年度の個人情報保護制度運用状況
【非公開】審査請求案件の諮問に関する審議

担 任 事 務
（ 協議事項 ）

①個人情報の開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂
正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に対する審査請求について、実
施機関からの諮問に応じて審議を行う。（第１２条第１号）
②個人情報の適正な取扱いの確保に関する事項について、実施機関に意見
を述べる。（第１２条第２号）
③住民基本台帳法第３０条の４０第２項に規定する事項について調査審議
し、知事に建議する。（第１２条第３号）
④特定個人情報保護評価について、実施機関に意見を述べる。（第１２条第
４号）
⑤個人情報保護に係る事項について、実施機関の求めに応じて意見を述べ
る。（第１２条第５号）

（ 傍 聴 ）

総務部　総務課　文書・情報公開担当

総務課

所管課（室）名

令和６年７月４日、令和７年１月15日、令和7年３月12日

内線　２１１８　（直通）０９８５－２６－７００３　　

宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例第１２条に規定する事務を行
うため。

宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例第１２条
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（２面）

備考
（専門部会等）

所属等区　　分 氏　　名

委　員

構成員の名簿
令和７年３月３１日現在

弁護士会　長 山田　卓

荒木　早苗
公益社団法人宮崎県医師会
常任理事

委　員

委　員 小幡　小百合
株式会社アシストユウ
代表取締役会長

委　員

森部　陽一郎
宮崎公立大学人文学部
教授

委　員 斉藤　拓実 宮崎産業経営大学法学部講師

宮本　綾 人権擁護委員


